
令和 7 年 2 月下水道課作成 

【答申内容を反映した下水道料金月額等 試算資料】 

宮古島市下水道使用料審議会からの答申内容を反映した下水道料金月額等を下記Ⅰ・Ⅱの通り試算 
 

Ⅰ.比較可能な全国基準「一般用使用水量 20 ㎥」当たりの宮古島市の下水道料金については下記の通り試算 

（全税込） 

 
【現行】※括弧内順位は高→低順 

① 公共下水道は       一般用使用水量 20 ㎥／月 1,463 円（1,137 位／1,174 団体） 
② 農業集落排水は      一般用使用水量 20 ㎥／月 990 円（875 位／876 団体） 
③ 漁業集落排水は      一般用使用水量 20 ㎥／月 990 円（164 位／165 団体） 

【R8 試算】 
① 公共下水道は       一般用使用水量 20 ㎥／月 2,288 円 
② 農業集落排水は      一般用使用水量 20 ㎥／月 2,288 円 
③ 漁業集落排水は      一般用使用水量 20 ㎥／月 2,288 円 

【R12 試算】 
① 公共下水道は       一般用使用水量 20 ㎥／月 3,047 円 
② 農業集落排水は      一般用使用水量 20 ㎥／月 3,047 円 

③ 漁業集落排水は      一般用使用水量 20 ㎥／月 3,047 円 

【参考】※総務省 HP 掲載等資料より／令和 4 年度時点 
① 国が示す使用料金単価は  一般用使用水量 20 ㎥／月 3,000 円 
② 公共下水道 の全国平均は 一般用使用水量 20 ㎥／月 2,881 円 
③ 農業集落排水の全国平均は 一般用使用水量 20 ㎥／月 3,307 円 
④ 漁業集落排水の全国平均は 一般用使用水量 20 ㎥／月 3,284 円 
⑤ 公・農・漁の全国平均は  一般用使用水量 20 ㎥／月 3,080 円 

 
 

 
 



 

Ⅱ.令和 5 年 4 月～12 月までの下水道使用料金の調定データ実績に基づく各事業用途別の使用水量中央値と、

その使用料金について下記の通り試算（全税込） 

 
【現行】 

① 公共一般用の使用水量中央値は         月 12 ㎥で 891 円 
② 公共営業用の使用水量中央値は         月 17 ㎥で 1,628 円 
③ 農業及び漁業集落排水一般用の使用水量中央値は 月 14 ㎥で 660 円 
④ 農業及び漁業集落排水営業用の使用水量中央値は 月 19 ㎥で 1,540 円 

【R8 試算】 
① 公共一般用の使用水量中央値は         月 12 ㎥で 1,496 円 
② 公共営業用の使用水量中央値は         月 17 ㎥で 2,739 円 
③ 農業及び漁業集落排水一般用の使用水量中央値は 月 14 ㎥で 1,694 円 
④ 農業及び漁業集落排水営業用の使用水量中央値は 月 19 ㎥で 3,113 円 

【R12 試算】 
① 公共一般用の使用水量中央値は         月 12 ㎥で 2,079 円 
② 公共営業用の使用水量中央値は         月 17 ㎥で 3,465 円 
③ 農業及び漁業集落排水一般用の使用水量中央値は 月 14 ㎥で 2,321 円 
④ 農業及び漁業集落排水営業用の使用水量中央値は 月 19 ㎥で 3,905 円 

 
 

平均値をとると、特定の業種の影響等により、使用水量が上振れするため、中央値により使用料金を試
算している。 
 
 

 


